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2026 年 4 月 1 日 改定 

 

 

一般社団法人応用脳科学コンソーシアム 会員規約 

 
第１章 総則 

第１条 （目的） 

一般社団法人応用脳科学コンソーシアム（以下、「当法人」という）は、当法人が運営するコンソ 

ーシアム（以下、「本コンソーシアム」という）に参加する会員（以下「会員」という。）が、ヒ 

トを含む動物の脳とそれが生み出す機能に関する研究分野である脳神経科学（以下「脳科学」とい 

う。）や、脳科学の研究知見を核とし、関連する他の研究領域と融合した応用科学（以下「応用脳科学」

という。）及びその関連領域の研究知見を有する研究者（以下「研究者」という。）と共同で、会員 

の各種の事業活動に応用するための研究活動を実施することを目的（以下「本目的」という。）とする。

本会員規約は、当法人の会員の権利義務、会費及び入退会等、当法人が運営する本コンソーシア 

ムの基本的な事項について定めるものである。 

 
第２章 会員 

第２条 （会員種別） 
１.   本コンソーシアムは、以下の各号の会員で構成され、詳細は別表１に定める通りとする。 

（１）正会員：応用脳科学 R&D 研究会（以下、「R&D 研究会」という）、応用脳科学Special 

Interest Group（以下、「SIG」という）、応用脳科学アカデミー（以下、「アカデミ

ー」という）等、本コンソーシアムの各種活動に幅広く参加いただく会員枠で、これら

すべての活動に参加する権利を有する事業法人等。当該会員は、原則、一般社団法人

応用脳科学コンソーシアムの社員で構成される。一定の研究会参加費を支払うことで

当該年度に開催される複数の研究会に実験費の支払いのみで参加することができる。 

（２）準会員：特定のSIGへの参加や部分的な応用脳科学アカデミーの受講を希望する法人向

けの限定的な参加権利を有する会員枠で、当該年度に開催されるSIGのいずれかひとつ

に参加、またはアカデミー受講登録する権利を有する事業法人等で構成。追加費用を

負担することにより、いずれかのSIG参加とアカデミー受講、または、複数のSIG参加

とアカデミー受講（いずれも一定の人数制限有り）することができる。 

（３）協賛会員：本コンソーシアムの活動に賛同し、R&D研究会、SIG等へ提供できる技術、

ノウハウ等を保有する事業法人等のための会員枠。アカデミーにおいてテクニカルコ

ースの講義を主体的に企画・運営する他、当法人の承認を得たうえで、R&D 研究会や

SIG等を当法人と共催で組成することができる。 

（４）連携会員：本コンソーシアムの活動に賛同する任意団体、NPO法人、社団法人、その他

公益に資する団体等で、本コンソーシアム事務局が承認する法人向けの会員枠。当法

人と基本協定書等を締結したうえで、自らの活動と本コンソーシアムの活動を連携す

ることができる。連携内容については、個別に協議して決定するものとする。 

（５）個人会員：本コンソーシアムが企画・運営する応用脳科学アカデミーの受講等を希望

する個人の方向けの会員枠。アカデミー受講を中心とした本コンソーシアムの活動に

参加する個人で構成。 

（６）学生会員：本コンソーシアムが企画・運営する応用脳科学アカデミーの受講等を希望

する学生の方向けの会員枠。アカデミー受講を中心とした本コンソーシアムの活動に

参加する大学・学術研究機関に所属する学生等で構成。 

２.   なお、前項の正会員を除く会員資格を取得することは、当法人の社員となることを意味せず、

これらの会員資格を取得することによって当法人の社員にかかる一切の権利や義務は生じな

い。 
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第３条  （会員の義務） 

１.   会員は、本目的をよく理解し、真摯に活動するように努めなければならない。 

２.  会員は、当法人が主催する各活動にあたっては、日本神経科学学会が定めたヒトを対象とし

た脳・神経科学研究を倫理的に計画・実施するための指針（2025）（２０２５年８月公開。

深部脳刺激、収束超音波刺激や頭蓋内埋め込み電極による研究の項目追加等を目的として

「ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針（２００９年２月３日改訂、２

００９年１２月４日、２０１０年１月および３月語句訂正、２０１９年１１月改訂、２０

２２年３月医学系指針改訂による改訂）を発展し策定）を遵守すると共に、常に科学的か

つ倫理的に適切な議論・検討及び研究をするよう心がけなければならない。 

３. 会員は、本会員規約を遵守しなければならない。 

４. 会員は、別表１に定めた所定の費用を当法人の事務局に納めなければならない。 

第４条  （入会及び会員種別の変更、会員地位の継続） 

１.   本コンソーシアムへの入会を希望する者は、本規約の各条項を全て確認し、これに同意す

ることを条件に、所定の入会申込書（電子的手段によるものを含む）を事務局に提出する

ものとする。事務局は、これをその裁量により承諾できるものとし、当該本コンソーシア

ムへの入会を希望する者は、当該承諾を示す通知の到達及び別表１に定めた所定の費用を

事務局が定める支払期日（以下、「本支払期日」という）までに支払ったことをもって、

本コンソーシアムに入会できるものとする。 

２.   本支払期日に関しては、事務局と入会を希望する者が別途協議の上、本コンソーシアムの

活動期間中の任意の日に変更することができる。 

３.   正会員、準会員及び協賛会員の連結子会社や親会社もしくは共通の親会社を持つグループ

会社は、その事業内容等がすでに入会している法人と異なると事務局が判断した場合、別

途入会をする必要がある。また、当該連結子会社や親会社もしくは共通の親会社を持つグ

ループ会社の事業がすでに入会している法人の事業と同一であっても、いずれかの株式市

場に上場している場合は、別途入会する必要がある。 

４.   準会員は、事務局が定める各活動年度（本コンソーシアムの事業年度である4月1日から翌

年3月31日）の会費の支払い期限までに、所定の会員種別変更願を事務局に提出の上、事務

局がこれを承諾することにより、会員種別を正会員に変更することができる。また、活動

年度の途中であっても所定の会員種別変更願を事務局に提出の上、事務局がこれを承諾

し、変更に係る別表１に定めた差額の費用を支払ったことをもって、準会員から正会員へ

会員種別を変更することができるものとする。 

第５条 （参加者登録及び登録変更） 

会員は、本コンソーシアムの参加登録及び登録変更にあたって、各会員が参加する権利を有する本

コンソーシアムの各機能それぞれの定めるところに従うものとする。 

第６条  （休会） 

会員がやむを得ない事情により、長期間各種研究会等の活動ができない場合には、事務局に承認を

得ることで休会することができる。休会の期間は原則として１年とするが、必要に応じ、３年を上

限に休会の期間を更新することができる。休会中は、会員としての権利の行使ができないが、会費

の支払いを免除する。また、休会後に復会したい場合には、申し出によりいつでも復会することが

できる。 

第７条  （退会） 

会員は、退会しようとするとき、事前に書面（電子的手段によるものを含む）をもって事務局に届

け出をし、承認を得なければならない。また、事業法人が会員である場合、当該会員が解散または

破産したときは、退会したものとみなすものとする。ただし、当該会員が吸収、合併によりその会

員としての地位並びにこれに基づく権利及び義務を他の法人に承継した上で解散する場合において

は、事務局の承認を得た場合のみ、会員としての地位並びにこれに基づく権利及び義務は当該法人

に移転される。 
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第８条 （除名） 

１. 会員が、以下の各号の項目のうち１つでも該当するときは、事務局は催告をすることなく

直ちにこれを除名できる。 

（１）会費を本支払期日までに納入しないとき。 

（２）本会員規約に反する行為をしたとき。 

（３）本コンソーシアムの名誉を棄損、または本コンソーシアムの目的に著しく反する行為

をしたとき。 

２. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するととも

に、事務局は当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

第９条 （会費） 

１.   会員は、本コンソーシアムの運営及び活動に要する経費を負担するため、別表１に定める

会員種別に応じた年会費、入会金（入会年度のみ納入）、研究会参加費及び実験費を事務

局に納入する。 

２. 活動年度の途中に本コンソーシアムに入会した会員は、入会後２ヶ月以内を原則とする本

支払期日までに年会費全額を事務局に支払うものとする。 

３. 事務局は、如何なる場合においても、受領した年会費を返還する義務を負わないものとす

る。 

４. 会員は、会員種別に応じ、別表１に定める追加費用を支払うことで、本コンソーシアムで

の権利や R&D 研究会等での活動等を拡張させることができる。 

 
第３章 応用脳科学 R&D 研究会 

第１０条 （概要） 
１. 本コンソーシアムには、本目的を実現するため、R&D 研究会を設置するものとする。 

２. R&D 研究会は、第１１条（構成）に定める構成によって、第１２条（活動内容）に定める

活動を行う。 

第１１条 （構成） 

R&D 研究会は、１つないし複数の正会員及び当法人が主催する研究開発に参加する研究者（以下、

「R&D 研究会の参加者」という）と、これを運営する事務局によって構成される。また、事務局が

必要と認めた場合、協賛会員企業がR&D研究会に参画することもある。 

第１２条 （活動内容） 

R&D 研究会は、当該研究会の参加者とともに、以下の各号のような内容を研究する。 

（１）各種研究テーマの設定及び再定義 

（２）研究目的の達成に資する課題抽出及び解決アプローチの検討や実験計画案の策定ない

し実験の実施 

第１３条 （開催及び運営） 
１. R&D 研究会は、原則として活動年度中に５回を上限として開催するものとする。  

２. 開催時期は、R&D 研究会の参加者と事務局が協議の上で決定する。 

３. R&D 研究会に招聘する研究者は、事務局がこれを選定する。 

４. R&D 研究会の開催及び運営に必要な全ての事務手続き及び研究者の選定に必要な調査活動

は、事務局がこれを担当する。但し、事務局は、当該調査を行ったとしても、R&D 研究会

の一切の活動及び研究者の一切の活動について、責任を負うものではない。 

第１４条 （設置及び解散） 
１. R&D 研究会は、事務局がこれを設置できるものとし、事務局が設定した参加費用、実験費

用等を納入する必要がある場合がある。 

２. R&D 研究会の設置の可否判断にあたっては、事務局において、科学的かつ倫理的観点から

検討されなければならない。 

３. 事務局により設置され、当該活動年度の開催が決定した後の R&D 研究会は、事務局が参加
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会員との協議の上合意することにより、これを解散できるものとする。 

第１５条 （参加） 

１. 会員は、第２章及び本章の定めるところに従って、R&D 研究会に参加することができる。  

２. 会員は、R&D 研究会への参加にあたって、事務局の承認を得なければならない。また、事

務局が設定した研究会参加費用および実験費用等を納入する必要がある。 

３. 事務局は、R&D 研究会に参加を希望する他の会員の参加の承認ないし不承認の判断にあた

って、当該 R&D 研究会の参加会員と十分に協議しなければならない。 

第１６条 （退会） 
参加会員は、自らの意思により、事務局の同意を得ることなく、参加している R&D 研究会を退会

することができる。 

第１７条 （除名） 
１.   事務局は、正会員が当該 R&D 研究会の目的に相応しくない行為を行ったと判断した場合

や、当該 R&D 研究会の研究遂行に積極的に協力しないと判断した場合、これらの会員を当

該 R&D 研究会から除名することができる。 

２.   前項の規定により除名しようとする場合は、第８条（除名）２項の規定を準用する。 

 

第４章 応用脳科学アカデミー及びSIG 

第１８条 （概要） 
１.   本コンソーシアムには、本目的を実現するため、アカデミー及び SIG を設置する。 

２.   アカデミー及びSIG は、第１９条（構成）に定める構成によって、第２０条（活動内容）

に定める活動を行う。 

第１９条 （構成） 

アカデミー及び SIG は、それぞれアカデミーまたはSIGに参加する権利を有する会員、もしくはア

カデミー及び SIG に参加する権利を有する会員によって構成される。 

第２０条 （活動内容） 
アカデミー及びSIG では、アカデミー及び SIG に設置する各テーマに相応しい研究者を講師とし

て招聘し、また協賛会員と連携することで、以下の各号のような内容に関する講義または質疑・討

論を行う。 

（１） 脳科学及びその関連領域に関する基礎的知識 

（２） 研究倫理観の育成 

（３） 各種の応用的課題解決に必要な知識 

（４） 脳活動計測機器やそれに関連する各種技術知見またはノウハウ 

第２１条 （開催及び運営） 
１. アカデミー及びSIGの開催回数及び開催時期は、必要に応じて招聘する講師と協議の上、事

務局がこれを決定する。 

２. 開催及び運営に必要な全ての事務手続きは、事務局がこれを担当する。 

第２２条 （コースの設置及び廃止） 
アカデミー及び SIG の各テーマの設置、廃止並びにその判断に必要な調査活動は、事務局がこれ

を担当する。 

第２３条 （講師の選出及び解任） 
アカデミー及びSIG の各テーマの講師の選出、解任並びにその判断に必要な調査活動は、事務局が

これを担当する。 

第２４条 （テクニカルコース） 

協賛会員は、協賛会員が有する脳科学及びその関連領域の研究知見を提供するテクニカルコース
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（以下本コース）の講義を開催することができる。２１条、２２条、２３条の規定によらず、本コ

ースの講義実施にあたっては会場、資料、ウェビナー等の設営、準備等を自社で行うものとする。

事務局は会員等に対して、概要や開催日時等に関する告知を行い、協賛会員の要請に応じて対応可

能な範囲の支援を行う。 

第２５条 （参加） 
会員は、第２章及び本章の定めるところに従って、アカデミーまたはSIG、もしくはアカデミー及

びSIG に参加することができる。 

第２６条 （除名） 
１. 事務局は、アカデミーまたはSIG、もしくはアカデミー及び SIG の参加会員がアカデミー

またはSIG の目的に相応しくない行為を行ったと判断した場合、これらの会員をアカデミ

ーまたは SIG から除名することができる。 

２. 前項の規定により除名しようとする場合は、第８条（除名）２項の規定を準用する。 

 
第５章 応用脳科学ネットワーク 

第２７条 （概要） 

１. 本コンソーシアムには、本目的を実現するための各種活動を実施するネットワーク（以

下、「ネットワーク」という）を設置する。 

２. ネットワークは、第２８条（構成）に定める構成によって、第２９条（活動内容）に定め

る活動を行う。 

第２８条 （構成） 
ネットワークは、ネットワークに参加する権利を有する会員によって構成される。 

第２９条 （活動内容） 
ネットワークでは、本コンソーシアムにおける情報インフラとしての役割を担うため、以下の各号

のような活動を行う。 

（１）ウェブサイトやメーリングリストの運営 

（２）脳科学及びその関連領域の研究知見や応用脳科学研究及びその事業応用事例の収集 

（３）本コンソーシアムの活動の情報発信 

第３０条 （運営） 
ネットワークは、事務局がこれを運営する。 

第３１条 （参加） 
会員は、第２章及び本章の定めるところに従って、ネットワークに参加することができる。 

第３２条 （除名） 
１. 事務局は、ネットワークの参加会員がネットワークの目的に相応しくない行為を行ったと

判断した場合、これらの会員をネットワークから除名することができる。 

２. 前項の規定により除名しようとする場合は、第８条（除名）２項の規定を準用する。 

 
第６章 その他 

第３３条 （機密情報の保持） 
１.   各 R&D 研究会において別段の定めをした場合は除き、本コンソーシアムが主催する各活動

に関わる、会員、研究者、当法人の理事及び事務局員等の全ての関係者（以下、「本コン

ソーシアムの関係者」という）は、本コンソーシアムの関係者が参加する本コンソーシア

ムが主催する各活動において、他の本コンソーシアムの関係者から資料、電磁的記録媒体

その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、当該他
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の本コンソーシアムの関係者が機密である旨表示した情報及び当該他の関係者から口頭で

開示されかつ開示後 14 日以内に当該他の本コンソーシアムの関係者から機密である旨書

面で通知されたものを機密情報として扱い、当該他の本コンソーシアムの関係者の書面に

よる事前の同意なしに、当該機密情報を第三者に提供、開示または漏洩してはならず、ま

た当該機密情報が開示された本コンソーシアムが主催する各活動以外の目的に使用しな

い。 

２.   R&D 研究会で生まれた新しい知見・情報（以下、「R&D 研究会の成果」という）につい

て、その内容が書面化され、当該書面に機密である旨表示されている場合、各活動の機密

情報として扱うものとし、当該 R&D 研究会に参加している他の本コンソーシアムの関係者

の書面による事前の同意なしに、当該機密情報を第三者（当該 R&D 研究会に参加していな

い本コンソーシアムの関係者を含む）に提供、開示または漏洩してはならない。 

３.   本コンソーシアムの関係者は、本コンソーシアムの退会、除名あるいは解散による活動終

了後、３年間は前各項の項目を遵守しなければならない。 

４.   前各項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないもの

とする。 

（１）既に公知のもの、あるいは自己の責に帰すことのできない事由により公知となった

もの 

（２）当該機密情報を知得した時点で既に保有しているもの 

（３）守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの 

（４）他の関係者から書面により開示を承諾されたもの 

（５）機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの 

第３４条 （成果の帰属） 
１.   本コンソーシアムが主催する各活動過程において創作された全ての著作物に関する著作権

は、創作した者（以下、「著作権者」という）に帰属するものとする。 

２.   R&D 研究会に参加する正会員は、R&D 研究会の成果について、他の当該 R&D 研究会の参加

者（前項に定める著作権者を含む）の承諾及び対価の支払を要することなく、自社内にお

いて自己の業務を履行するために利用することができるものとする。この場合であって

も、R&D 研究会に参加する正会員は、第３３条（機密情報の保持）第２項を遵守するもの

とするとする。なお、R&D 研究会に参加する正会員は、R&D 研究会の成果を自己の連結子

会社等の第三者へ利用許諾する場合は、他の当該 R&D 研究会の参加者（前項に定める著作

権者を含む）の事前承諾を得るものとする。 

３.   過去年度から継続して活動している R&D 研究会（以下、「継続 R&D 研究会」という）

に、途中から参加する正会員が、過去年度において創作された R&D 研究会の成果の利用を

請求する場合、事務局はその時点で当該継続 R&D 研究会に参加している R&D研究会の参加

者と協議の上、その可否を決定することとする。 

４.   R&D 研究会に参加する正会員は、参加している R&D 研究会を退会する場合、自己が著作権

を有する R&D 研究会の成果について、当該 R&D 研究会の活動のために必要な範囲で、他

の当該 R&D研究会の参加者が利用することを許諾するものとする。 

５.   R&D 研究会に参加する正会員は、参加している R&D 研究会の成果を公表する場合、発表者

の名義、発表内容、発表時期等について他の当該 R&D 研究会の参加者と事前に協議し、他

の当該 R&D 研究会の参加者の承諾を得た上で実施することとする。 

６. R&D 研究会の活動過程において創作された、発明、考案及び意匠（以下、「発明等」とい

う）に係る知的財産権（以下、「R&D 研究会の知的財産権」という）は、当該発明等に関

わった R&D研究会の参加者間で、当該 R&D 研究会の知的財産権に対する貢献度及びそれに

応じた持 分比率等について協議の上、その配分や取り扱いを定めるものとする。 

７. 発明等につき、特許等の出願を行う場合には、当該発明等に関わった R&D 研究会の参加者

間で協議の上、その内容を定めるものとする。 

８.   発明等につき、当該発明等に関わった R&D 研究会の参加者は、他の当該発明等に関わった 

R&D研究会の参加者の書面による承諾を得た上で、連結子会社に限り当該 R&D 研究会の知

的財産権の全部又は一部を共有することができる。 

９.   発明等につき、当該発明等に関わった  R&D 研究会の参加者は、他の当該発明等に関わっ
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た R&D研究会の参加者（前項に基づき当該発明等の知的財産権の全部又は一部を連結子会

社と共有とした場合は当該連結子会社を含む）の書面による承諾がない限り、当該 R&D 研

究会の知的財産権の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。 

１０. 以下の各号に該当するものの取り扱いに関しては、本コンソーシアムでは関与しないもの

とする。 

（１）R&D 研究会の参加者がそれぞれ単独で創作した発明等に係る知的財産権 

（２）R&D 研究会の参加者が、当該 R&D 研究会の外部において、当該 R&D 研究会の知的

財産権を利用して、当該 R&D 研究会の参加者が単独、共同あるいは第３者と共同で

創作した発明等に係る知的財産権 
１１. R&D 研究会の参加者は、前各項とは別に当該 R&D 研究会の成果及び R&D 研究会の知的財産

権の取り扱いにかかる契約を、協議の上で締結することができる。 
１２. 前各項にかかわらず、事務局が第１３条（開催及び運営）に定める業務の遂行にあたり作成

した成果物の著作権は、当法人に帰属するものとする。 

第３５条 （損害賠償） 
１.  会員は、本会員規約に違反し、その結果本コンソーシアムの関係者に直接又は間接を問わず

損害を与えた場合、当該関係者にかかる一切の賠償責任を負うものとする。ただし、損害賠
償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由によ
り生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。 

２.  前項の損害賠償責任は、該当する本コンソーシアムの関係者又は会員間で協議して解決する
ものとし、事務局は一切関知せず、責任を負わないものとする。 

３.   本条の定めは、各 R&D 研究会において別段の定めをした場合には適用しないものとする。 

第３６条 （活動期間） 
１. 本コンソーシアムの活動年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わるものとす

る。 
２. 本コンソーシアムの活動期間は、原則として、３月３１日の活動終了後、翌日の４月１日よ

り自動延長して開始されるものとする。 

第３７条 （会員規約の変更） 
本会員規約は、事務局が変更できる。事務局は当該変更内容を理事会に報告する。 

第３８条 （協議） 
本会員規約に定めのない事項については当該会員と事務局で協議のうえ、事務局が決定を行う。 

 

以 上 



8  

別表 1 会員種別と料金体系 
 

 
 

＜注釈＞ 〇：無制限に選択可能、 △：限定的に参加可能、 ー：参加不可 

※1 脳モデル開発ユニットに参加される正会員は、２つ以上のR&D研究会に参加される場合、参加費は免除されます（ただし、実験費用は

頂戴いたします）。 

※2 いずれか１つのSIG（最大３名）または、応用脳科学アカデミー（最大５名）にご参加いただけます。追加費用として11万円（税込

み・追加１SIGあたり）をお支払いいただくことで、複数のSIG（各SIG最大３名）または、アカデミー（最大５名）とSIG（最大３

名）にご参加いただけます。 

※3 資本金１億円以上の法人は、原則、２口以上を支払うものとします。 

※4 協賛会員は、事務局の承認を得たうえで、R&D研究会、SIGをCANと共催で組成できます。 
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